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【ひきこもりを論じる前に】

　ひきこもりを呈する〈心のありよう〉は大きく

二つに分けられます。ひとつは青春の挫折とでも

称すべきまさに世間で取沙汰される「ひきこもり」

です。もうひとつは統合失調症で（統合失調症は、

思春期に発病しがちです）、幻覚や妄想が目立た

ない場合には前者と見分け難いケースが少なくあ

りません。

　双方を峻
しゅんべつ

別するのは大切です。なぜなら、思春

期の挫折に準ずるひきこもりでは、周囲はじっく

りと構えて対応したほうが賢明だからです（後述）。

むりやり部屋から追い出せば解決するといった話

ではありません。ところが統合失調症の場合には、

薬物治療が必須となります。しかもなるべく早い

うちに治療を開始したほうが予後は良好です。場

合によっては、無理にでも引きずり出して医療に

つなげるべきで、対応がさきほどとは正反対にな

るわけです。

　でも両者を家族が見分けるのは、いささか難し

いかもしれません。血縁者だけでは、なかなか冷

静に現状を判断しきれないものです。本人を連れ

て行かなくとも、まずは家族が保健所へ赴
おもむ

き、そ

こで本人の状態を説明して相談に乗ってもらうの

が現実的でしょう。

【ひきこもりは空間の病理なのか？】

　部屋にひきこもっているのだから、部屋という

「空間」から本人を連れ出せばすべては解消する

と考えている人がいます。これは間違いです。そ

んなことをしても、何の解決も訪れません。

　ひきこもりの若者たちは、怠けているわけでは

ありません。では現実逃避なのか。甘えなのか。

確かにそれに近い性質を帯びてはいますが、むし

ろひきこもりは本人なりの「切実な」適応手段と

見做したほうが正解かと思われます（適応手段で

はあるものの、実際にはそれが上手く機能してい

ないがために、問題となっているわけです）。

　彼らは思春期にありがちなさまざまな悩みや苦

しみから、進退窮
きわ

まった状況に追い込まれていま

す。頑張ればどうにかなる、といったものではな

く、もはやどう向き合うべきかも分からない。で

もギブアップするわけにもいかない。若い時期に

ありがちな自意識過剰やプライドの高さから、親

に泣きつくなんて冗談ではない。友人も頼りにな

らない……。

　そんなとき、もし時間を止める（フリーズさせ

る）ことが出来たとしたらどうでしょうか。

　現実を直視せずに済みます。負けを認めずに済

みます。自尊心が傷つかずに済みます。悩みや苦
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しみは解決していないものの、とりあえず「保留」

「棚上げ」といった形に持ち込めます。ここで心

を休め、気を取り直してじっくりと考えれば、ど

うにか現状打開を図れるかもしれない……。

　というわけで、いったんひきこもってはみたも

のの、やはり現状からは抜け出せないまま長期化

してしまったのが、かなり前から社会問題と化し

ている「ひきこもり」という現象になります。

　ひきこもりは空間の病理ではなく、「時間」の

病理と捉えるべきでしょう。フリーズした時間、

それがひきこもりの日々です。実際、ひきこもっ

ている若者の部屋を訪問してみますと、そこでは

まさに時間は淀
よど

み、停止しているといった印象を

受けます。本人も、気分的には「時間が止まって

いるうちは、結論を出さなくても構わない」といっ

た発想にすがっているようです。

【罪悪感について】

　子供が成長して思春期にさしかかると、心には

どのような変化が訪れるでしょうか。

　自我の確立へと向うようになります。するとそ

れに伴うようにして「秘密」というテーマが立ち

上がってきます。それは後ろ暗いとか疚
やま

しいとい

う性質のものではなく、自分「だけ」の世界とか、

性的な事柄に関る「親にも友人にも踏み込まれた

くない領域」を心の中に持つようになる、という

ことです。

　秘密を持つようになりますと、それは取りも直

さず「親を裏切る行為」に近いものとなります。

でもそうした営みが、親離れや自立への布石とな

ります。秘密を抱え込めるようになっていよいよ

本人は大人への道を歩み始めるものの、親に対す

る罪悪感をも覚えないわけにはいかなくなる。

　しかも思春期は挫折の季節でもあります。往々

にして、親の期待に応えられなかったという挫折

体験も加わり、ますます親に対しては罪悪感と気

まずさと鬱陶しさとを感じるようになる。それは

早晩、不安や苛立ちとして本人を翻
ほんろう

弄し、混乱さ

せます。家庭内暴力に至ることすらありましょう。

「うつ」や強迫症状の形を取る場合もあります。

そんな状況では、いったん時間をフリーズさせて

「ひきこもり」へと退却したくなるのも無理から

ぬことでしょう。

　ひきこもりに対して「図々しい」「いい気なも

のだ」といったイメージを持つ人たちもいるよう

ですが、本人は親に対するどうしようもない罪悪

感に苦しんでいる場合が殆どです。もちろんそん

なことを素直に表明したりはしませんが。

【自己愛のこと】

　ひきこもりの若者たちは、自己愛が強い傾向に

あります。しかも思春期は、「中２病」といった

言葉に象徴されるように、自意識過剰になる時期

でもあります。

　自己愛が強いと目立ちたがり屋になるかといえ

ば、そうとは限りません。「オレが！オレが！」

と前に出て目立ちたがるタイプの自己愛を〈誇
こ

大
だい

型
がた

自己愛〉と呼びます。日本ではこのタイプは案

外少ないようです。

　日本人に見られがちなのは、自己愛が強いがた

めに「恥をかきたくない」「みっともない姿をさ

らしたくない」と考え、むしろなるべく目立たな

いようにと顔を伏せてしまうタイプです。あたか

も控え目に映っても、実はその逆で、失敗や恥に

過敏なあまりに自
じじょうじばく

縄自縛に陥っているだけです。

これを〈過敏型自己愛〉と呼び、ひきこもりの若

者も多くはこのタイプに該当するようです。ちな

みに、近頃世間で話題になっている「新型うつ病」

の病理にも、この過敏型自己愛は深く関係してい

ます。

　ひきこもっている本人は、自分自身の自己愛と

折り合いがつかず、ぐずぐずしているうちにいよ

いよ世間に出る機会を逸
いっ

してしまっているようで

す。しかも彼らは自分という存在、自分の辛さそ

のものを理解してもらいたいと願っている一方、

「そんなに簡単にオレのことを理解されてたまる

か！」と矛盾した精神状態にあるので、周囲は当

惑してしまうのです。

【ひきこもりからの脱出】

　ひきこもっている若者たちは、無力感や罪悪感、

自己嫌悪、自尊心の傷つきなどに悩み、さしあたっ

て時間をフリーズさせるべく「ひきこもり」状態
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お土産をさりげなく渡すようにしてみてはどうか。

ひきこもっている本人は、最初はふてくされたり

「そんなもの、いらねえよ！」とひねくれるかも

しれません。でも淡々と、干渉はしないが見捨て

もしないといった態度をキープしながら、親なり

に人生を楽しんで行くべきです。

　親が人生を楽しみ自然に振る舞っていることは、

ひきこもっている若者にとってどのように感じら

れるでしょうか。親を裏切ったり迷惑をかけたり

期待に応えられなかった気まずさ、あるいは罪悪

感─そういったものの払
ふっしょく

拭につながるのです。

そうなってこそ、やっと本人にも部屋から、家か

ら出ても大丈夫だという安心感が生まれてきます。

そうした下地が整えば、おそらく些細な日常のエ

ピソードによって「再び時間が流れ出す」きっか

けが生まれる筈
はず

です。

　ただし、それまでにはかなりの日数が必要とな

るかもしれません。焦ってはいけません。ひきこ

もりはある日突然始まったかのように見えるで

しょうが、その準備状態ないしは潜在的な状態は

おそらく何年も前から進行していたに違いありま

せん。そうした事実に鑑
かんが

みれば、ひきこもりの解

消に同じくらいの時間を要したとしても当然では

ないでしょうか。

　ひきこもりの解消は、親の柔和で安定した表情

からスタートします。

へ退却したまま、身動きがとれない日々に甘んじ

ている。そんな彼らを説得したり説教しても、効

果はまず期待出来ません。

　じっくりと、そしてさりげなく彼らの生きる時

間が流れ出すように仕向けて行く必要があります。

その際に重要な視点は、家族との関係性です。

　ひきこもりの家庭においては、本人と親とが反

目したり憎みあったり、さもなければ親が妙に気

を回したり過剰な配慮をして不自然な空気に支配

されていることが多いようです。いずれの場合に

も、互いを意識し過ぎて気詰まりな雰囲気になっ

ている。ひきこもっている本人は、そうした空気

から逃げ出すことがなおさら罪悪感や自己嫌悪を

刺激されてしまいそうに感じているようです。

あっさりと家族との関係を断ち切れるだけの「未

練のなさ」を、彼らは持ち合わせていません。

　ひきこもっている本人と親とは、物理的にも精

神的にも距離が近過ぎる状態にあるのです。その

不自然さこそが、時間のフリーズと相
あい

俟
ま

って長期

の膠
こう

着
ちゃく

状態を招き寄せている気配がある。本人

も親も、血縁という絆はあるけれど同時に別々の

独立した人間でもある。そのことを明確にしない

と、膠着状態からは抜け出せません。

　互いに適度の距離を持つことを心掛けましょう。

親は親なりに、自分たちの楽しみを見つけて充実

した生活を送りましょう。どこかへ出掛けたら、

　ひきこもり事例への支援については公的、民間

両機関において、制度や支援体制が徐々にではあ

りますが整えられつつあります。本稿では、公的

機関で提供される支援を中心に述べていきたいと

思います。

＜ひきこもり事例への支援体制＞

「ひきこもり」という単語は、その中にさまざま

な状態の人を含んでいます。平成22年に出され

た厚生労働省の「ひきこもりの評価・支援に関す

るガイドライン」では、「 ひきこもり」の定義を、

「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育

を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交

遊など）を回避し、原則的には６カ月以上にわたっ

て概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交

わらない形での外出をしていてもよい）を指す現

象概念である」と提示しています（http://www.

mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006i6f.

html）。

公的機関で提供している
ひきこもりへの支援

公益財団法人東京都医学総合研究所
／保健師
新村　順子
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　この定義からは、「ひきこもり」とは、疾患名

ではなく状態像を示していること、また具体的に

含まれる人達の年齢や、ひきこもりの程度、置か

れている状況は実に様々であるということが分か

ります。ひきこもり事例への相談支援機関や制度

も、対象者の年齢や状況によって様々なものが提

供されています。教育機関のひきこもり支援は対

象年齢が概ね義務教育終了の15歳です。地域若

者サポートステーションの対象年齢は概ね39歳

までとなっています。保健所などでは対象年齢を

区切らずにサービスを提供していますが、サービ

ス提供の主体や機関によっては、対象年齢が定め

られていることがありますので、利用される時に

は注意が必要です。また、ひきこもり事例におい

ては、サービスにすぐには繋がりにくいという特

徴もあり、サービス提供終了時に次の支援機関に

向けてどのように支援を引き継いでいくのかが、

支援者側の課題のひとつとなっています。

　地域でのひきこもり事例への支援体制について、

「厚生労働省のひきこもり対策推進事業等につい

て」では、図１のように提示されています。上述

のように、ひきこもり事例の相談には様々な状態

像の方が含まれており、適切な相談支援機関にた

どり着くまでに、非常に時間や手間がかかる状況

がありました。そこで、厚生労働省では、各都道

府県に、ひきこもりに関する最初の相談窓口とな

る、ひきこもり地域支援センターを設置し、そこ

を中核として、適切な支援機関を紹介するトリ

アージ機能や地域支援体制の構築を進めていくこ

ととしています。東京都では、この機能を担う機

関として、東京都ひきこもりサポートネット

（http://www.hikikomori-tokyo.jp/）が設置され

ており、ご本人、ご家族等対象の電話相談などが

実施されています。最近では、各区や市町村単位

で、具体的なひきこもり支援体制の検討やネット

ワークの構築が進みつつある状況です。

＜ひきこもり事例への支援＞

　ひきこもり事例への支援の全体像を図にしたも

のが図２になります。この図は「ひきこもりの評

価・支援に関するガイドライン」（http://www.

mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006i6f.

html）で使用されているものをもとに著者が改訂

したものです。この図から分かるように、ひきこ

もり事例への支援には大きく、

① 出会い・評価段階

② 個人的支援段階

③ 中間的・過渡的な集団との再会段階

④ 社会参加の試行段階

の4つの段階があります。以下、各段階の支援内

容を説明していきます。

① 出会い・評価段階

　ひきこもり事例においては、最初の

相談は、ご家族から受けることがとて

も多いのが特徴です。ですから、ご本

人の相談と並行して、ご家族への支援

が非常に重要となります。ご家族への

支援のポイントとしては、ご家族と相

談者が信頼関係を築くこと、また、ご

本人がひきこもっていることで疲労や

無力感を感じていらっしゃるご家族も

多いですので、まずは、ご家族自身が

元気になって、お子さんに向き合う気

持ちをもっていただけるようになれる

といいと思います。また、ご本人に会

うことがなかなか難しいことも多いの

で、ご家族の話を通してご本人の状態

ひきこもり事例への支援体制 

 
 

○ひきこもりに特化した第一次相談窓口（相談窓口の明確化） 
○ひきこもり支援コーディネーターがひきこもりの状態にある本人、家族からの
電話、来所等による相談や家庭訪問を中心とした訪問支援を行うことにより、
早期に適切な機関につなぐ（自立への支援） 
○関係機関との連携（包括的な支援体制の確保） 
○ひきこもりに関する普及、啓発（情報発信） 
【実施主体】 都道府県、指定都市（NPO等への事業委託可能） 

保健医療機関 
医療機関 
保健所 

保健センター 

就労関係 
地域若者サポートステーション 

ハローワーク 
障害者雇用促進関連施設 

福祉・行政機関 
福祉事務所 市町村窓口 地域包括支援センター 
児童相談所 福祉施設 精神保健福祉センター 

発達障害者支援センター 子供若者総合支援センター 

教育関係 
学校 

教育委員会 

民間団体 
当事者団体  
家族会 

NPO法人 
民間カウンセラー 

当事者・家族 

 

ひきこもり地域支援センター（平成26 年8月現在
                             全国54個所）

平成26年8月　厚生労働省資料より一部改変

図1
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を知っていく、またご家族とご本人の接し方への

相談を通して、ご本人の変化を促すといったこと

も大事な視点となります。

　ひきこもっていたご本人と、支援者がどのよう

に出会うのかは、非常に大切です。来所面接が難

しい場合には、家庭訪問を行います。ひきこもり

支援の中では、ひきこもりを解決する糸口として

とても期待の大きい支援方法となっている反面、

ご本人にとって影響が大きい支援方法と言えます。

従って、訪問することがご本人にとって侵襲的に

ならないように、訪問するまでのプロセスや、訪

問した時の手順などを充分準備・配慮して行うこ

とが大切になります。ご家族とも、支援者が訪問

することをどのようにご本人に伝えるのか一緒に

検討するなど、協力して取り組んでいくことが必

要になります。

② 個人的支援段階

　この段階では、ご本人との信頼関係づくりが中

心になります。ご本人の好きなことを話題にした

り、言語的なコミュニケーションが苦手な場合に

は、ご本人に会った接近方法を検討します。ひき

こもりから回復したピアスタッフによる訪問支援

などを提供している事業所もあります。次のス

テップに移行していくために、必要ならば、医療

機関への受診や、心理テストを受けることが必要

になることもあります。いずれにしろ、ご本人が

安心して、外に目を向け、歩き出していく事がで

きるよう、ご家族の支援も並行して行っていく必

要があります。

③ 中間的・過渡的な集団との再会段階

　具体的には、当事者のデイケアやフリースペー

ス、社会体験活動などが挙げられます。人によっ

ては、グループでのディスカッションより、個人

でワークを行うほうが効果があったりしますので、

ご本人の個性や特徴に合わせた活動を検討して提

供できるようにすることが大切です。また、家庭

の外に出て他者と交流することが、ご本人にとっ

ては負担となり、再度ひきこもってしまうことも

ありますが、ご家族が過度に悲観せず見守ってい

けるように、ご家族にも引き続き支援を提供して

いく必要性があります。

④ 社会参加の試行段階

　社会の中で、ご本人が力を発揮できる居場所を

見つけていく段階です。いわゆる、進学や就労と

いった形だけではなく、いろいろな社会参加の在

り方を、ご本人やご家族と検討していくために、

支援者側にも多様な価値観が求められるところで

あります。

　このように、ひきこもり事例への支援には、ご

本人やご家族との出会いから社会参加までの包括

的な体制が必要となります。また、単独の支援機

関では、ひきこもり事例への支援は完結すること

ができません。従って、関係機関同士の連携が必

須となります。特にひきこもり

事例の場合には、先にも申し上

げたとおり、幅広い対象者が含

まれるため、教育・福祉・保健・

医療、さらに公的機関と民間機

関との敷居をまたいだ連携が必

要となります。自治体や保健所

の大きな役割の一つとして、こ

れら関係機関のネットワークを

つくり、管轄地域全体のひきこ

もり事例への支援における課題

を、関係機関で共有し、解決し

ていける場や機会を作ることが

必要となってきます。近年、ひ

きこもりの当事者活動や家族会

①出会い･評価段階 

②個人的支援段階 

③中間的･過渡的な 
集団との再会段階 

④社会参加の 
    試行段階 

親支援 
（当事者への 
個人療法） 

個人療法 
親支援 

集団療法 
居場所の提供 
個人療法 
（親支援） 

ソーシャルワーク 
集団療法 

居場所の提供 
（個人療法） 

 ひきこもり支援の諸段階 

ひきこもり事例への支援の段階 

ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインより 一部改変 

図２
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活動なども活発に行われるようになってきていま

す。どのような支援や連携の在り方が求められて

いるのか、利用する立場の視点を取り入れ、とも

に検討して行くことが重要であると考えます。

○ひきこもる若者の背景～関係性の希薄化～

　ひきこもりの若者がいるお宅に訪問するなかで、

「来ていただいているのに、毎回何の進展もなくて、

申し訳なくて」と、親御さんから言われることが

あります。しかし、目の前で一言も発しない若者

も、心を揺らしながら生きているに違いありませ

ん。多くの人が考えているように、人と会話する

ようになるとか、どこかに通うようになるとか、

明らかな「結果」がなければ評価されない現状で

は、そこまで反応できないというのが若者の心情

ではないでしょうか。

　なぜそのような若者が反応しにくい現状になっ

てしまったのか、その要因について考えてみたい

と思います。注目したいのは、新自由主義下におけ

る国際競争の激化により、若者に求められる能力

がより複雑化・高度化してきているということです。

放送大学の宮本みち子氏は、著書の中で若者に求

められている能力を以下のように挙げています。

・早く、正確に仕事ができること

・複数の仕事を同時にこなすこと

・�先々を見通しながら今必要なことを処理できる

こと

・職場内外の複雑な人間関係に対処できること

・高度な情報処理能力

　確かに、これらができた方がよいかもしれませ

ん。しかし、すべてできなくても生きてはいける

と多くの大人は思います。一方若者にとっては、

少しでもこうした能力をつけることに大きなエネ

ルギーを費やしている現状もあります。

　学校現場に注目してみます。教員は、教科学習

だけでなく社会が求める能力を身につけさせるた

めに、生徒を指導しています。上記に挙げたよう

な能力を完璧にとは言わずとも、できる限りこな

せるようになってほしいと願っています。その願

いは無言のうちに生徒たちに伝わり、生徒たちの

生活文化（コミュニケーション）にも大きく影響

していくのです。結果として、生徒同士の人間関

係においても、上に挙げたような能力が問われ、

あらゆる場面で逐一試されているように感じてし

まいます。自己肯定のための根拠（冒頭で挙げた

「結果」）を追求し結果的に他者を傷つけてしま

うこともあります。私たちが運営する相談窓口

には、いじめや息苦しさを伴う負の体験として、

学校経験を語る若者は少なくありません。さら

に言えば、自分を守るために素の自分を押し殺し、

人間関係そのものを自ら制限していたという人

もいます。

　このような、親和的な関係づくり経験が欠如し

た状態で、学校を卒業、あるいは中退した若者でも、

その後急激に就労へと踏み出さなければならない

環境に身を置かれることになります。新規一括採

用制度が主流だった時代に生きている大人たちの

多くは、当然自分たちと同じように、学校を出れ

ば即就職と考えています。そうした意識・空気も

また、当の若者たちにはひしひしと伝わっています。

　若者の語りのなかには「親のプレッシャー」の

話もよく出てきます。我が子に良い生活ができる

ようになってほしいと願うのは教員同様、当然の

感覚だと思います。だからこそのよくある話です。

関係性の回復から
新たな生き方・働き方づくりへ
特定非営利活動法人NPO文化学習協同ネットワーク

／社会福祉士 精神保健福祉士
髙橋　薫

3
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若者の親に迷惑をかけたくないという気持ちもま

た、大いに共感できるところです。焦る若者がとっ

つきやすいのは、一時の労働力需要をカバーする

ための非正規雇用です。そうした現場では、体験

してこられなかった人間関係を育んだり、彼らの

その後の生活やライフステージを保障したりする

仕組みはありません。

　また、若者を対象とする施策は、就労支援とい

う形で再度能力競争に乗せるしか選択肢がありま

せん。仮に就労できても、職場と家の行き来だけ

の生活と、厳しい労働現場に疲弊し、本人も家族

も疲れ果ててしまいます。結局、要領よく社会の

仕組みに乗っていけなかった人の自己責任、ある

いは子育ての責任ということになってしまう現状

なのではないかと思ってしまいます。結果として、

家族、社会、仕事、友だち…とさまざまなところ

で関係構築が希薄になりがちになり、ひきこもら

ざるを得ない人が増えているというのが現状では

ないでしょうか。

　ここまでの若者の理解・背景といった話の詳細

は、文献などに譲りたいと思います。とにかく、

若者は過剰な能力競争による人間関係の希薄化の

なかで、自分の存在価値をも薄め、生きていく方

向性を見失っているということです。多様なスキ

ルアップの機会の保障はもちろんですが、同時に

あるがままの自分を認められる場、他者との親和

的な出会いがある場、働き方・生き方の模索が保

障される場づくりが求められているのではないで

しょうか。

○関係性の回復と新たな協同による試行錯誤を

　西東京市では、中3から29歳までの居場所づ

くりに平成20年度から取り組んでいます。不登校、

高校中退、いじめなどのバックボーンを持つ若者

も多く、彼らが緩やかに人や社会と出会う場をつ

くる取り組みです。

　一例を紹介します。勉強会というプログラムに

は、主に高校を中退したが通信制高校に入り直し

て勉強するなどの目的で数名が集まっています。

はじめは個々の課題をスタッフとの関係だけで進

めていけるので、他者との関わりが苦手なメン

バーも参加しやすいプログラムだと思います。

　しかし、傍に同じように課題に取り組むメン

バーがいて、その様子が横目に入ってきます。場

合によっては、進路の悩みなどの話も聞こえてき

ます。そういえば、自分も同じような悩みを抱え

ているかもしれないと気付くこともあるでしょう。

すると、隣のメンバーに興味を持ち、どうやって

声をかけようかと思いはじめたりします。スタッ

フはそうした時にメンバーをつなげる役割です。

次第に一緒に帰るようになったりして関係ができ

ていきます。

　他にも居場所の中には、メンバーたちが企画し

た様々なプログラムがあります。興味を持てるも

のに参加しながら、活動の幅を広げていきながら、

青春の取戻しというか、充実した時間・空間を共

有していきます。そのうち、内面の言葉が素直に

発せられる場面も出てきます。「人が怖い」と言っ

たメンバーに応じて、なぜ人が怖いと感じるのか

ということについて、何時間も語り合いお互いの

感覚をすり合わせていたこともあります。また、

なぜ働くのか、正社員になりたくないなどという

問いについて語り合うこともありました。

　ここで大事なのは、「やらない自由」を保障す

ることです。語り合う場から去り、隣の部屋に「避

難」もできるし、その場に居たとしても、聞いて

いるだけでもよい場にすることです。それは、本

当は自分も語りたいけど、今は言葉にならないし、

受け止められるか自信がない人が、その語りに十

全的に参加するまでの準備ができる場ともいえま

す。ほとんど発言しなかったメンバーが、急に自

分の話をし始めると、皆嬉しそうに反応してくれ

ます。

　このように、「こうあるべき」「こうしなければ

ならない」という感覚から自由になり、「こうし

たい」ということから動き、人や物事、そして自

分に出会う場が居場所です。

　居場所というと、居心地の良い場所、社会の荒

波が一定緩和されているシェルター的な場をイ

メージする方が多いかもしれませんが、私たちは

それだけではなく、社会に出ていくためのベース

キャンプのような機能、社会へと接続する機能も

含んだ場として捉えてきました。若者が自己承認
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南雲	真実
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多くの精神保健福祉関係施設
の入会をお待ちしています。

され得る場が、多様でなければ世界を広げていく

ことはできません。地域社会もそうした場のひと

つだと考えています。地元商店街との連携は、そ

の一つの形になりそうです。商店街マップのポス

ティング、イルミネーション点灯式の会場設営ス

タッフ、お祭りでの模擬店出店や神輿参加など、

有志の居場所メンバーが様々な形で参加していま

す。一昨年のお祭りに参加したメンバーの記録を

紹介します。

　�　商店会の方に顔を覚えてもらっていて、「去

年もいた○○じゃん」と言ってもらえたこと、

商店会の人たちと神輿を担いだ後の慰労会で後

ろの方で控えめに飲み食いしていたら、「お前

もう仲間なんだから、入れよ！」と言って輪の

中に入れてもらえて…仲間だって言ってもらえ

たことがすごく嬉しかった。

　 （居場所の）みんな～、来年は商店会の神輿一

緒に担ごうぜい！商店会の人たち、強面で一見

怖そうだけど、実は心が温かい人たちだよ！

　緩やかな接点を継続的にもつことで、自然に商

店街の方々と関係が生まれ、より主体的な参加に

自ら踏み出していくのです。

　私たちは、他にもこのような出会いの場を多様

に地域につくれないかと試行錯誤中です。新たな

地域の方々との接点や企業との連携も模索してい

ますが、ここでは字数の関係もあるのでまたの機

会にさせていただきます。

　ともあれ、みなさんにお伝えしたいのは、ひき

こもる若者の出口（社会への入り口）は、私たち

が行っているような小さな実践だけではきわめて

不十分だということです。若者の現状を理解し、

応答しながら成長（過程）を待ってくれる社会、

そして生き方・働き方をともに模索してくれる社

会（仲間）をどのようにつくっていくか、より多

くの方々との更なる試行錯誤が必要です。

「東京の精神保健福祉」は毎年２号刊行しています。１号は、毎年１回都内で開催する都民向けのメンタルヘルス
に係る講演会の内容を演者の方にご執筆頂いております。もう１号は、本協議会の役員会で執筆者を人選し、それ
ぞれのお立場でご意見をご披露頂いています。本誌は、協議会会員の皆さまにお届けするとともに、保健所をは
じめ都内の行政機関などでも無料配布しています。都民の皆さまに精神保健福祉の今を感じていただければ幸い
です。今号から、協議会役員が順番に編集後記を執筆することになりました。よろしくお願いいたします。（ＭＭ）

編集後記


